令和７年１１月４日

　各所属の長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政課長

　令和8年度予算編成について、下記の方針に基づき進めるよう通知する。

記

令和８年度　予算編成方針

１　国・県の動向について
　(1)　日本国内の経済情勢と国の動向
　　令和7年6月に発表した「経済財政運営と改革の基本方針2025」の中で、日本経済
　は、長年のデフレからの脱却を目指し、物価上昇を安定的に上回る賃上げの定着に取り
　組んできたとし、現時点では賃上げを起点とした成長型経済への転換が進みつつある。
　　一方、国際情勢の不安定化、頻発する自然災害、インフラの老朽化、そして人口減少
　などの構造的な課題が顕在化しており、持続可能な経済社会の構築が喫緊の課題となっ
　ているとしている。
　　こうした状況の中、国の予算編成においては、「経済あっての財政」という理念のも
　と、成長と財政健全化の両立を目指す方針を掲げ、重点施策として、「物価上昇を上回る
　賃上げの普及・定着」、「地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応」、「国
　民の安心・安全の確保」など5つの主要施策を挙げ、重点化を図りながら進めることと
　している。
　　「地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応」では、地方イノベーショ
　ン創生構想や広域リージョン連携などの5項目について全市町村での取組みを目指すと
　するとともに、地域における社会課題や農林水産業の構造転換による成長産業化などに
　取り組むこととしている。
　　「経済・財政新生計画」では、令和7年度から令和9年度までの3年間は、地方の安
　定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和6年度と同水準を確保する
　としているが、これまでの歳出改革努力を継続するとしており、地方財政対策等につい
　て、国における今後の動向を注視していく必要がある。
　(2)　県の動向
　　県では、令和8年度当初予算の編成に当たり、「地域特性を生かしたしごとづくりと所
　得向上・労働力確保」、「いのちとくらしを守る基盤強化と共生社会の実現」、「若者の定
　着・還流と『こどもまんなか青森』の推進」を最優先に、県の基本計画に掲げる7つの
　政策テーマに基づく各種施策に取り組んでいくこととしている。
　　物価上昇等による経費の増加や国スポ・障スポ本大会の開催、施設整備による経費の
　増加に適切に対応しながらも、県財政調整基金の取崩額をゼロとする収支均衡、県債残
　高縮減を目指すとしている。
　　県単独補助金の見直しの他、これまで以上に徹底した事業の見直しや廃止を通じて、
　政策資源を重点施策に集中することが想定されるため、情報把握に努め、動向を注視し
　ていく必要がある。

２　中泊町の財政状況
　(1)　町の財政状況
　　町の令和6年度の歳入決算を見ると、地方交付税が41億円で歳入全体の5割弱を占め
　ている。町税をはじめとする自主財源は21億円で、歳入に占める自主財源の比率は
　24.7%と低い状況にあり、依然として国の動向に左右されやすい脆弱な財政基盤であるこ
　とを示す結果となっている。
　　歳出では、人件費及び扶助費並びに公債費を合計した義務的経費が約32億円、これに
　施設管理費等の経常的な支出を加えた経常経費は約60億円となっており、歳出に占める
　経常経費の割合は、71.8%と非常に高い状況となっている。
　　財政指標で見ると、町の経常収支比率が前年度比1.9ポイント増の95.0%となった。
　この指標は、財政構造の弾力性の度合を判断するものであり、新たな施策や建設事業な
　ど臨時的、政策的な支出に充てることができる一般財源が非常に少ないことを示してい
　る。
　　令和6年度決算に基づく健全化判断比率は、公債費負担の指標である実質公債費比率
　が10.1%、将来にわたって負担が必要となる支出を指標化した将来負担比率は45.0%とな
　った。町債の償還費はここ数年12億円台と高水準で推移しているが、交付税算入率の高
　い地方債を借り入れたことや財政調整基金残高の増等により、指標は昨年度比で低下し
　ており、いずれの指標も早期健全化基準を下回っている。

　(2)　町財政の今後の見通しと対策
　　町の歳入の根幹である町税についてみると、短期的には、昨年から続く米価上昇によ
　る農業所得の増を要因として町民税が増となる可能性があるものの、長期的には、償却
　資産の逓減や人口減少に伴い、町税収入が逓減していくことが予想される。
　　歳入の約5割を占める地方交付税は、ここ数年は国の好調な税収や物価高騰対策等を
　背景に緩やかな増加傾向にあり、令和7年度は、前年度比61百万円(1.7%）増の36億
　86百万円となっている。国は、令和9年度まで地方の一般財源総額を確保するとしてお
　り、国全体としては同程度の予算が確保されると見込まれるが、当町においては、令和
　8年度以降は、令和7年国勢調査人口の結果に基づき地方交付税が算定されることか
　ら、人口減少により大幅な減につながる可能性がある。
　　歳出では、賃上げや物価の上昇により、施設の維持管理費や行政運営経費などの経常
　経費及び施設整備費ともに増加傾向が続くものと思われる。
　　また、当町の公共施設は、建設から30年以上を超える施設が半数を超え、施設の老朽
　度合いを示す有形資産減価償却率は、令和3年度の時点で約70%に達している。近年イ
　ンフラ施設の老朽化による事故等が頻発し、インフラ施設をはじめとした公共施設の適
　正な維持・管理に注目が集まっていることから、安全な施設の提供に向けた補修・改修
　が必要となる。一方、将来的には、人口減少を見据えた公共施設の量の適正化が非常に
　重要であり、公共設等総合管理計画に基づき、公共施設の広域化や統廃合を検討する必
　要がある。　
　　老朽化した公共施設の大規模改修や統廃合に伴う整備については、その財源の大半を
　町債発行で賄うこととなり、これまで実施してきた大型事業に係る地方債償還の本格化
　も相まって、将来にわたる公債費の高止まりが想定される。
　　公営企業や一部事務組合などへの補助・負担金等についても、行政運営費や施設・設
　備等の老朽化による更新費の追加負担分は避けられない状況にある。また、広域連合に
　おいて、広域ごみ処理施設の整備も計画されており、施設整備に係る負担増と管理経費
　の増が避けられないものと考えられる。
　　このように、厳しい財政状況が予想される中で、住民サービスの向上、町経済の回復
　成長と将来にわたる安定的な財政運営を両立させるためには、選択と集中が不可欠とな
　る。これまで以上に積極的な事業のスクラップ、ＤＸの推進による効率化とスリム化を
　一層推し進めるとともに、新たな財源を確保するなど、幅広い取り組みが課題となる。

３　予算編成方針
　(1)　総括的事項
　　令和8年度の当初予算は、まちづくりの指針となる第3次長期総合計画の初年度とな
　る。新たなまちの将来像「豊かな自然とともに創る、暮らす、未来へつなぐ自立と協働
　のまち　中泊」の実現に向け、「しごと」、「くらし」、「ひと」の3つの柱に沿って、農林
　水産業の振興、医療福祉・教育・子育ての充実、地域コミュニティや防災力の向上、デ
　ジタル化の推進など、それぞれの分野で、計画的に目標達成に向けた事業を展開してい
　くこととする。
　　令和8年度の予算編成においては、近年の物価上昇による生活・地域経済への影響を
　しっかり認識し、地域資源を強化・活用して、地域経済の活性化、将来を見据えた教
　育・人づくり、ＤＸの推進等の施策を積極的に展開し、人口減少が進む中にあっても、
　将来にわたり持続可能なまちづくりに主眼を置くものとする。
　　同時に財政状況においては、歳入一般財源の減少や歳出予算の増大による一層厳しい
　現状が続くため、今まで以上に職員が一丸となって「財政健全化」に取り組んでいく必
　要がある。
　　これらを念頭に、１０年後、２０年後の中泊町の将来像を見据え、法令を遵守しなが
　らも前例や慣例にとらわれることなく、斬新な発想で予算要求をしていただきたい。
　　なお、財政調整基金については、近年頻発する災害など不足の事態に備えるととも
　に、『未来の財政的自立を支える耐久力強化』を目指し、前年度よりも財政調整基金繰入
　を抑制した予算編成を目指す。
　令和８年度当初予算は、以下の基本事項の通りとする。

　①　社会経済の変化にスピードを持って対応する予算
　　　長期総合計画や各種計画に沿って、今後の見通しを持った施策展開を図る。同時
　　に、ＤＸやＧＸの推進といった新たな社会環境にも積極的に対応しながら、より実効
　　効果の高い予算策定を進めること。組織人員体制や仕事の進め方も含めた積極的な提
　　言を求める。

　②　業務の改善とスクラップの徹底、アウトソーシング、広域連携の推進
　　　業務・経費の厳正な見直しと改善を徹底して進めること。
　　　行政需要が増大する中で、町として果たすべき役割を認識し、他の自治体や民間企
　　業等が実践する優良事例を参考に事務事業の総点検を行い、自治体共通の事務・シス
　　テムの広域化や業務改善、事業のスクラップ、外部委託化（アウトソーシング）、広域
　　連携、関係団体への事務の移譲を職員各自が工夫を凝らしながら検討・推進するこ
　　と。
　
　③　更なる歳入確保と適切な歳出予算の見積り
　　　町税・使用料等の収納・滞納対策の一層の強化、新たな国・県補助金等の情報を注
　　視し、これまで以上に歳入確保を図ること。
　　　歳出不用額が多額にならないよう、令和6年度決算状況や令和7年度決算見込み、
　　入札の執行状況などにより、各事業に対し具体的な執行見通しを立てた上で見積り、
　　設計を実施し、適切な予算設定を行うこと。
　　　歳入・歳出両面にわたる取組みにより確保した財源を、上記基本方針をはじめ、当
　　町に必要とされる実効性の高い政策予算へと集中的に注ぎ込み、地域に循環する活き
　　た予算編成を進めること。

　(2)　予算編成基準
　①　長期的な財政展望を持ち、一層の歳入確保と経費の見直し（廃止による合理化、業
　　務統合による発展的拡大、組替・手法の順序変更による省力化、業務単純化）を進め
　　ること。
　②　経費の見直しは、全事務事業一律に当てはめるのではなく、行政が担うべき領域に
　　属する事業を見極め、真に必要な経費等を要求すること。また、事業委託や補助金等
　　により関係する団体等と協議し精査すること。
　③　今年度の職務目標管理における事業実施状況を踏まえ、指示・指摘を受けた内容を
　　整理した結果を予算要求に反映すること。
　④　国の制度改正に伴う対応として、改正内容が明確になっていない事項にあっては、
　　現行制度により予算要求すること。なお、要求書提出後に明らかになったものについ
　　ては、編成過程において対処するので財政課と協議すること。
　⑤　将来の地方交付税の減等に耐えうる財政基盤確立のため、一層の歳出改革が求めら
　　れることから、一般財源ベースで前年度当初予算額を上限額として見積もる(ゼロ・シ
　　ーリング)ことを基本とし、物価や最低賃金の上昇分については、既存経費の見直しに
　　より吸収できるよう努めること。
　⑥　令和８年度予算と同様、バランスシートの作成に向け設定した節区分により計上す
　　ること。
　⑦　補助事業等については終期を設定すること。また、終期が到来したもの、期限前に
　　ついても効果が乏しいと思われるものは廃止を原則として厳しく見直す。
　⑧　新規事業を要求する際は業務負荷増加に伴う人材不足（キャパシティ）の観点を踏
　　まえて、既存の事業を排除できないか、一緒にできないかを検討の上、要求するこ
　　と。
　⑨　建設事業や大型物品購入時は、イニシャルコスト、運用、保守及び廃棄（解体）に
　　至るまでの長期的なライフサイクルコストと事業実施による効果を十分に検討した上
　　で要求すること。

